
 

掛金納付期間 12か月以上の方のみ 
 

従事者共済会を退会される方へ【退職共済金の申請・受給の流れ】 

                                  が退会者が行う手続き等 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜退職共済金受給にあたっての注意点＞ 

＊退職共済金の給付にあたっては、①施設・団体の事務担当者が行う「退会届」と、②退会者本人の

署名が必要となる「退職共済金受給申請書」の両方が不備なく従事者共済会で受理される必要があ

ります。 

＊退職共済金の給付が決定すると、従事者共済会から所属していた施設・団体宛に「退職共済金給付

内訳兼結果通知書」と「退職所得の源泉徴収票」を発行します（届出月の 20日頃）。施設・団体経

由で書類を受け取ってください。 

＊貸付金返済中の方が退会する場合は、必ず退会日翌月の 10 日までに従事者共済会へ書類が届くよ

う、作成・提出をお願いします。 

＊退職共済金の請求期間は、規程により退会日から５年以内です。 

＊福祉医療機構の退職手当共済制度にも加入している方は、別途請求手続きが必要ですので、施設・

団体の事務担当者へ確認してください。 

＜受給に必要な書類の提出＞  
施設・団体の事務担当者より下記書類をお受け
取りの上、作成・提出ください（提出先／施設・
団体事務担当者宛）。 
 
①退職共済金受給申請書 
②退職所得の受給に関する申告書 
※貸付金返済中の場合は「貸付残額の控除につ
いて（退職時）」も提出が必要となります。 

 
上記①の書類の「受給者同意欄」は、退会者ご
本人が自署してください。 

施設・団体 退会者 

＜退職共済金の受け取り確認＞ 
共済会では毎月 10日（必着）までに届け出された受
給申請について、退会処理や給付手続きを行い、そ
の月の月末に指定口座へ退職共済金を振込みます。
後日、ご確認ください。 

退会者 

施設・団体 

従事者共済会 

（事務担当者の方へ） 
下記書類は 20 日頃、共済会
システムから印刷できます。 
・退職共済金給付内訳兼 
結果通知書 

・退職所得の源泉徴収票 

＜給付内容等に関する書類の受け取り＞ 

施設・団体の事務担当者から、下記書類をお受け取りください。退職共済金

の送金予定日が下記①の書類に記載されていますのでご確認ください。 

①退職共済金給付内訳兼結果通知書 

②退職所得の源泉徴収票 

注）転職後の施設・団体で共済
会に継続加入できる場合
は、退会関係書類ではなく、
「法人間転出届」「法人間転
入届」による法人間転出・
転入手続きが必要です。事
務担当者に必ずお申し出く
ださい。 


